
聖泉看護学研究　投稿規程

1．趣　旨
　この規程は，聖泉看護学研究の発行に必要な事項を
定める．
2 ．発　行
　原則として毎年度 1 回発行する．
3 ．投稿者の資格
　原則として，聖泉大学看護学部の教員等が，第一著
者あるいは共著者であること．ただし，学術誌編集委
員会（以下「編集委員会」という）から依頼された原
稿に関してはこの限りではない．また，編集委員長の
判断により投稿を認める場合がある．
4 ．原稿の種類
　 1 ）原稿の種類は，下記の通りとする．

【総説】ある主題に関連した研究・調査論文の総
括および解説．

【原著】独創的で，新しい知見や理論が論理的に
示されており，論文としての形式が整っているも
の．

【研究ノート】内容的に原著論文の域に達してい
ないが，研究結果の意義が大きく発表の価値があ
るもの．

【実践報告】看護活動に関する実践報告，関連学
術集会の報告など．

【資料】調査報告，看護研究に有用な資料など．
　 2 ）原稿の種別は著者が選択するが，査読の結果を

受けて編集委員会が種別変更を求める場合があ
る．

5 ．原稿の制限事項
　 1 ）投稿原稿は，国内外を問わず未発表のものに限

り，重複投稿は禁止する．
　 2 ）原稿は 1 頁1200字（40字×30行）で作成する．

原著，総説，研究ノート：15頁以内
資料，実践報告：10頁以内

6 ．倫理的配慮
　人および動物が対象である研究は，倫理的配慮がさ
れており，原稿中にもその旨が明記されていること．
また，必ず倫理委員会の承認を受け，承認番号及び承
認年月日を記載する．
7 ．投稿手続き
　 1 ）所定の期日に，原稿，チェックリスト，倫理審

査の承認を受けたと証明できる書類のコピーを各
2 部ずつ編集委員会に提出する．

　 2 ）最終修正原稿を提出するときには，ワード・エ
クセル形式で保存したファイルを USB メモリに
保存し提出する． 

　 3 ）提出場所
持ち込みの場合：編集委員会のメールボックス
郵送の場合：封筒の表に「聖泉看護学研究原稿」
と朱書きし，下記に書留郵送する．
　〒521-1123
　彦根市肥田町720番地
　聖泉大学看護学部　学術誌編集委員会

8 ．原稿の受付
　上記 7 ．の投稿手続きを経た原稿が，編集委員会に
到着した日を受付日とする．なお，受付した原稿等は
理由の如何を問わず返却しない．
9 ．原稿の採否
　 1 ）原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定する．
　 2 ）査読結果により原稿の修正を求めることがある

が，修正を求められた原稿著者は，編集委員会の
指定した期日までに内容修正を行い再投稿するこ
と．

10．著者校正
　査読を経て，編集委員会に受理された最終原稿につ
いては，著者校正を 1 回行う．但し，校正時の加筆は
原則として認めない．
11．執筆要領
　原稿の執筆要領は別に定める．
12．著作権
　原稿内容についての第一義的責任と権利は著者に帰
属するが，原稿の編集・出版および電子情報化など二
次的使用に関する権利は，編集委員会が著者から委託
されたものとする．
13．掲載料・別刷
　掲載料は無料とする．但し，特殊な図表等で特別な
経費を要した場合には著者負担とする場合がある．別
刷は希望者のみとし，費用は著者負担とする．

（2016年 2 月 3 日修正）
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